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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機が固定プレート上に防振部材を介して防振支持され、その固定プレートが固定ベ
ース上にシート状防振材を介して設置されている圧縮機の防振支持構造において、
　前記シート状防振材上に前記固定プレートが積層または一体に結合されて設置され、
　その固定プレートおよびシート状防振材の双方が、前記固定ベース上に前記固定プレー
トから前記固定ベースへの振動伝播を絶縁して固定する固定手段を介して固定設置されて
おり、
　前記固定プレートには、左右両端部に上方に曲げ成形されたフランジ部が設けられ、該
フランジ部が前記固定ベースの左右両側部に設けられた立ち上げ壁間に嵌合されることに
より、前記固定ベース上に前記固定プレートおよび前記シート状防振材が設置され、前記
固定手段が、前記固定プレートの前記フランジ部と係合し、前記固定プレートおよび前記
シート状防振材の上方への浮き上がりを阻止する爪部とされていることを特徴とする圧縮
機の防振支持構造。
【請求項２】
　前記固定プレートおよび前記シート状防振材には、ドレン水を前記固定ベース上に排水
する排水穴が設けられ、前記固定ベースの表面には、そのドレンを集めて特定位置に排水
する排水溝が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の圧縮機の防振支持構造。
【請求項３】
　前記シート状防振材には、左右両端部に上方への折り曲げ部が形成され、該折り曲げ部
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が前記固定ベースの前記立ち上げ壁と前記固定プレートの前記フランジ部との間に挟み込
まれていることを特徴とする請求項２に記載の圧縮機の防振支持構造。
【請求項４】
　圧縮機が固定プレート上に防振部材を介して防振支持され、その固定プレートが固定ベ
ース上にシート状防振材を介して設置されている圧縮機の防振支持構造において、
　前記シート状防振材上に前記固定プレートが積層または一体に結合されて設置され、
　その固定プレートおよびシート状防振材の双方が、前記固定ベース上に前記固定プレー
トから前記固定ベースへの振動伝播を絶縁して固定する固定手段を介して固定設置されて
おり、
　前記固定プレートと前記シート状防振材とは、接着剤により一体に接着され、前記固定
手段は、前記固定プレートの穴部を貫通し、前記シート状防振材のみを前記固定ベース側
に固定する固定ネジとされていることを特徴とする圧縮機の防振支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機、冷凍機等のユニット本体の固定ベースに圧縮機を防振支持する
防振支持構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　圧縮機は、ハウジングの外周に複数の脚部を備えており、その脚部をユニット本体の固
定ベース上に防振ゴム、バネ等を介して防振支持することにより据え付けられるのが通常
である。このような圧縮機の防振支持構造において、一系統の防振ゴムやバネのみでは十
分に振動を吸収し切れない場合があり、その吸収し切れなかった振動がユニット本体側に
伝播し、ユニット振動の一因となったり、圧縮機に接続される冷媒配管に繰り返し応力を
加えたりすることがある。
【０００３】
　そこで、特許文献１に示されるように、圧縮機を板金製の固定プレート上にゴム、バネ
等からなる防振部材を介して支持し、固定プレートをゴムシート等の緩衝材を介してユニ
ットの固定ベース上に設置したものや、特許文献２に示されるように、圧縮機、アキュー
ムレータ、オイルセパレータ等を共通の固定板上に固定し、その固定板をシート状の防振
ゴムを介して固定ベースにボルトで固定したもの等が提供されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平３－２８６１９３号公報
【特許文献２】特開２００４－２９３８５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１には、圧縮機を防振支持した板金製の固定プレートにゴム材からなる緩
衝材を接着剤により接着して一体化し、それを固定ベース上に設置したものが開示されて
いるが、固定プレートおよび緩衝材を如何に固定ベース上に固定設置しているかが明確に
されていない。圧縮機を設置した固定プレートをシート状の防振ゴムを介して固定ベース
に固定設置する場合、特許文献２に示されるように、ボルトを介して固定ベースに締め付
け固定するのが一般的であった。
【０００６】
　しかしながら、上記の如く、圧縮機を設置した固定プレートをシート状の防振ゴムと共
に固定ベース上にボルト等の固定手段を介して固定設置する構成とした場合、せっかく防
振ゴムを介装したとしても固定手段経由で固定ベース側に振動が伝播してしまい、十分な
防振効果が得られない場合があった。このため、圧縮機が防振支持された固定プレートを
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シート状の防振部材を介して固定ベース上に設置する構成とした場合に、固定プレートか
ら固定ベース側への振動の伝播を防振部材により確実に遮断できる構成の防振支持構造が
求められていた。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、圧縮機から固定ベースへの
振動の伝播を確実に遮断してユニット振動を低減することができる圧縮機の防振支持構造
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記した課題を解決するために、本発明の圧縮機の防振支持構造は、以下の手段を採用
する。
　すなわち、本発明にかかる圧縮機の防振支持構造は、圧縮機が固定プレート上に防振部
材を介して防振支持され、その固定プレートが固定ベース上にシート状防振材を介して設
置されている圧縮機の防振支持構造において、前記シート状防振材上に前記固定プレート
が積層または一体に結合されて設置され、その固定プレートおよびシート状防振材の双方
が、前記固定ベース上に前記固定プレートから前記固定ベースへの振動伝播を絶縁して固
定する固定手段を介して固定設置されており、前記固定プレートには、左右両端部に上方
に曲げ成形されたフランジ部が設けられ、該フランジ部が前記固定ベースの左右両側部に
設けられた立ち上げ壁間に嵌合されることにより、前記固定ベース上に前記固定プレート
および前記シート状防振材が設置され、前記固定手段が、前記固定プレートの前記フラン
ジ部と係合し、前記固定プレートおよび前記シート状防振材の上方への浮き上がりを阻止
する爪部とされていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、圧縮機を防振部材により防振支持している固定プレートが固定ベース
上にシート状防振材を介して設置されている圧縮機の防振支持構造にあって、シート状防
振材上に固定プレートが積層または一体に結合されて設置され、その固定プレートおよび
シート状防振材の双方が固定ベースの表面上に固定プレートから固定ベースへの振動伝播
を絶縁して固定する固定手段を介して固定設置されているため、防振部材により吸収しき
れずに固定プレートに伝播した圧縮機の振動を、固定プレートと固定ベースとの間に介装
されているシート状防振材により吸収し、固定ベースを介してユニット本体側に伝播する
のを遮断することができる。この際、固定プレートおよびシート状防振材の双方を、固定
手段を介して固定ベース上に固定プレートから固定ベースへの振動伝播を絶縁した状態で
固定設置しているため、固定手段を経由しての固定プレートから固定ベースへの振動伝播
を低減することができる。従って、ユニット振動を低減することができるとともに、運搬
時やユニット落下時における固定プレートの浮き上がり等をも防止することができる。
　また、本発明によれば、固定プレートの左右両端部にフランジ部が設けられ、そのフラ
ンジ部が固定ベースの左右両側部の立ち上げ壁間に嵌合されることにより、固定ベース上
に固定プレートおよびシート状防振材が設置され、その固定手段が、固定プレートのフラ
ンジ部と係合し、固定プレートおよびシート状防振材の上方への浮き上がりを阻止する爪
部とされているため、圧縮機を防振支持している固定プレートおよび該固定プレートと固
定ベースとの間に介装されるシート状防振材を、固定ベース上にネジ等の締結手段を用い
ずに固定設置することができる。従って、固定プレートおよびシート状防振材を、固定ベ
ース上に振動を絶縁する防振ゴム付きボルト等の高価な固定手段を用いることなく、確実
に固定することができる。
【００１０】
　さらに、本発明の圧縮機の防振支持構造は、上記の圧縮機の防振支持構造において、前
記固定プレートおよび前記シート状防振材には、ドレン水を前記固定ベース上に排水する
排水穴が設けられ、前記固定ベースの表面には、そのドレンを集めて特定位置に排水する
排水溝が設けられていることを特徴とする。
【００１１】
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　本発明によれば、固定プレートおよびシート状防振材に、ドレン水を固定ベース上に排
水する排水穴が設けられ、固定ベースの表面にそのドレンを集めて特定位置に排水する排
水溝が設けられているため、圧縮機の上部空間等に配設されている冷媒配管や機器類の表
面で結露が発生し、それが固定プレート上に滴下したとしても、そのドレン水を固定プレ
ートおよびシート状防振材に設けられている排水穴を通して固定ベース上に排水し、固定
ベースの表面に設けられている排水溝を介して特定の排水位置に導き、処理することがで
きる。従って、圧縮機を固定プレート上に防振支持し、その固定プレートを、シート状防
振材を介して固定ベースに固定設置する構成としても、ドレン水を確実に特定位置に排水
処理することができる。
【００１４】
　さらに、本発明の圧縮機の防振支持構造は、上記の圧縮機の防振支持構造において、前
記シート状防振材には、左右両端部に上方への折り曲げ部が形成され、該折り曲げ部が前
記固定ベースの前記立ち上げ壁と前記固定プレートの前記フランジ部との間に挟み込まれ
ていることを特徴とする。
【００１５】
　本発明によれば、シート状防振材の左右両端部に上方への折り曲げ部が形成され、該折
り曲げ部が固定ベースの立ち上げ壁と固定プレートのフランジ部との間に挟み込まれてい
るため、シート状防振材に設けられた折り曲げ部により固定プレートのフランジ部と固定
ベースの立ち上げ壁との直接接触による振動の伝播を遮断することができる。従って、固
定プレートから固定ベースへの振動の伝播を一段と低減し、ユニット本体の振動低減効果
をより高めることができる。
【００１６】
　さらに、本発明の圧縮機の防振支持構造は、圧縮機が固定プレート上に防振部材を介し
て防振支持され、その固定プレートが固定ベース上にシート状防振材を介して設置されて
いる圧縮機の防振支持構造において、前記シート状防振材上に前記固定プレートが積層ま
たは一体に結合されて設置され、その固定プレートおよびシート状防振材の双方が、前記
固定ベース上に前記固定プレートから前記固定ベースへの振動伝播を絶縁して固定する固
定手段を介して固定設置されており、前記固定プレートと前記シート状防振材とは、接着
剤により一体に接着され、前記固定手段は、前記固定プレートの穴部を貫通し、前記シー
ト状防振材のみを前記固定ベース側に固定する固定ネジとされていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明によれば、固定プレートとシート状防振材とが、接着剤により一体に接着され、
固定手段が、固定プレートの穴部を貫通し、シート状防振材のみを固定ベース側に固定す
る固定ネジとされているため、固定プレートと一体に接着剤により接着されているシート
状防振材を、固定プレートの穴部を貫通する固定ネジを介して固定ベース側に締め付け固
定することにより、固定プレートおよびシート状防振材の双方を、固定ベース上に固定ネ
ジを介して固定プレートから固定ベースへの振動伝播を絶縁した状態で固定設置すること
ができる。従って、通常のネジによりシート状防振材を固定ベースに固定する構造であり
ながら、固定手段を経由しての固定プレートから固定ベースへの振動伝播を遮断すること
によって、ユニット本体の振動を確実に低減することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によると、防振部材によって吸収しきれずに固定プレートに伝播した圧縮機の振
動を、固定プレートと固定ベースとの間に介装されているシート状防振材で吸収し、固定
ベースを介してユニット本体側に伝播するのを遮断することができ、この際、固定プレー
トおよびシート状防振材の双方を、固定手段を介して固定ベース上に固定プレートから固
定ベースへの振動伝播を絶縁した状態で固定設置していることから、固定手段を経由して
の固定プレートから固定ベースへの振動の伝播を低減することができるため、ユニット振
動を低減することができるとともに、運搬時やユニット落下時における固定プレートの浮
き上がり等をも防止することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る圧縮機の防振支持構造を示すユニット本体の圧縮機
設置部位の縦方向断面の斜視図である。
【図２】図１に示す防振支持構造部分のみの斜視図である。
【図３】上記防振支持構造の圧縮機を除外した部分の斜視図である。
【図４】上記防振支持構造の固定ベース部分のみの斜視図である。
【図５】上記防振支持構造の正面図である。
【図６】上記防振支持構造の変形例の図５相当の正面図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る防振支持構造の要部のみの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、本発明にかかる実施形態について、図面を参照して説明する。
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態について、図１ないし図５を用いて説明する。
　図１には、第１実施形態に係る圧縮機の防振支持構造を示すユニット本体の圧縮機設置
部位の縦方向断面の斜視図が示され、図２には、その防振支持構造部分のみの斜視図、図
３には、圧縮機を除外した部分の斜視図、図４には、固定ベース部分のみの斜視図、図５
には、防振支持構造の正面図が示されている。
　空調機、冷凍機、各種ヒートポンプ等のユニット本体１には、その底面部に圧縮機２が
防振支持されている。圧縮機２は、密閉容器３の外周の下方部位に複数の脚部４を備えた
構成とされている。
【００２１】
　この圧縮機２は、脚部４を防振ゴム（防振部材）５の外周に嵌め込み、その防振ゴム５
の中心に設けられている貫通穴６を固定プレート１０上に固定設置されているボルト７に
挿入し、ナット８で締め付け固定する構成の防振支持装置９を介して外周上の複数箇所で
固定プレート１０上に防振支持されている。なお、上記防振ゴム５については、バネ等に
代替してもよい。
【００２２】
　固定プレート１０は、板金製の矩形状をなす板材であり、左右両端部に上方に折り曲げ
られたフランジ部１１が設けられている。また、この固定プレート１０には、上記した防
振支持装置９用のボルト７が複数箇所（通常は、３～４箇所）に固定設置される他、図３
に示されるように、固定プレート１０上に滴下したドレン水を下方に排出する複数の排水
兼位置決め用穴（排水穴）１２が設けられている。
【００２３】
　固定プレート１０の下面には、シート状防振材１３が接着剤、カシメ、ボルト等により
一体に接合されている。このシート状防振材１３は、所定の厚さ、硬さを有する矩形状の
ゴムシート材等により構成されており、上記防振支持装置９で吸収し切れずに固定プレー
ト１０に伝播した振動を吸収するためのものである。シート状防振材１３には、固定プレ
ート１０の複数の排水兼位置決め用穴（排水穴）１２と対応する位置に同様の穴が設けら
れているものとする。なお、固定プレート１０とシート状防振材１３とは、必ずしも一体
に接合されている必要はなく、単に積層されている構成であってもよい。
【００２４】
　また、シート状防振材１３の左右両端部には、固定プレート１０のフランジ部１１の外
側面に沿って上方に折り曲げられた折り曲げ部１４が形成されており、その折り曲げ部１
４が後述する固定ベース１５の立ち上げ壁１９と固定プレート１０のフランジ部１１との
間に挟み込まれる構成とされている。シート状防振材１３は、ユニット本体１の底面を構
成している台座２１上に固定設置されている固定ベース１５の上面に載置されるように構
成されている。
【００２５】
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　固定ベース１５の上面には、多数のリブ１６が設けられており、そのリブ１６間に複数
のドレン排水溝１７が形成され、特定の位置にドレン水を導いて排水可能とされていると
ともに、シート状防振材１３および固定プレート１０に設けられている排水兼位置決め用
穴１２が嵌合する上方に突出された突起部１８が複数箇所に設けられている。
【００２６】
　また、固定ベース１５の左右両側部には、固定プレート１０のフランジ部１１およびシ
ート状防振材１３の折り曲げ部１４が嵌合される鉛直方向への立ち上げ壁１９が設けられ
ており、更に、この左右両側部の立ち上げ壁１９には、それぞれ固定プレート１０のフラ
ンジ部１１およびシート状防振材１４の上方への折り曲げ部１４Ａと係合し、固定プレー
ト１０およびシート状防振材１４の上方への浮き上がりを阻止するように固定する手段と
しての爪部（固定手段）２０が幅方向に延長されて所定範囲に設けられている。
【００２７】
　以上に説明の構成により、本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
　圧縮機２の運転により様々な振動が発生されるが、その振動は、一次的には圧縮機２を
防振支持している防振支持装置９で吸収されることにより、固定プレート１０側への伝播
は遮断される。しかし、一系統の防振ゴム５による防振支持だけでは吸収し切れない面が
あるため、固定プレート１０を固定ベース１５上にゴムシート材等で構成されるシート状
防振材１３を介して設置し、防振支持装置９で吸収し切れなかった振動をシート状防振材
１３で吸収することによって、固定ベース１５を介してユニット本体１側へと伝播するの
を遮断し、ユニット振動を低減している。
【００２８】
　この際、本実施形態では、固定プレート１０およびシート状防振材１３の双方を、直接
ボルト等の固定手段を介して締め付け固定せず、固定ベース１５上に固定プレート１０か
ら固定ベース１５への振動伝播を絶縁した状態で固定する手段を介して固定設置するよう
にしている。このため、固定手段を経由しての固定プレート１０から固定ベース１５への
振動伝播を低減することができ、これによって、ユニット振動を確実に低減することがで
きるとともに、運搬時やユニット落下時における固定プレート１０の浮き上がり等をも防
止することができる。
【００２９】
　また、本実施形態においては、固定プレート１０の左右両端部にフランジ部１１が設け
られ、そのフランジ部１１が固定ベース１５の左右両側部の立ち上げ壁１９間に嵌合され
ることによって、固定ベース１５上に固定プレート１０およびシート状防振材１３が設置
され、その固定手段が、固定プレート１０のフランジ部１１と係合し、固定プレート１０
およびシート状防振材１３の上方への浮き上がりを阻止する爪部（固定手段）２０とされ
ている。
【００３０】
　このため、圧縮機２を防振支持している固定プレート１０および該固定プレート１０と
固定ベース１５との間に介装されるシート状防振材１３を、固定ベース１５上にネジ等の
締結手段を用いずに固定設置することができる。これによって、固定プレート１０および
シート状防振材１３を、固定ベース１５上に振動を絶縁する防振ゴム付きボルト等の高価
な固定手段を用いることなく、確実に固定することができる。
【００３１】
　特に、シート状防振材１３の左右両端部に上方への折り曲げ部１４を形成し、その折り
曲げ部１４を固定ベース１５の立ち上げ壁１９と固定プレート１０のフランジ部１１との
間に挟み込む構成としているため、シート状防振材１３に設けられた折り曲げ部１４によ
り固定プレート１０のフランジ部１１と固定ベース１５の立ち上げ壁１９との直接接触に
よる振動の伝播を遮断することができる。これによって、固定プレート１０から固定ベー
ス１５への振動の伝播を一段と低減し、ユニット本体１の振動低減効果をより向上するこ
とができる。
【００３２】
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　さらに、本実施形態では、固定プレート１０およびシート状防振材１３に、ドレン水を
固定ベース１５上に排水する排水兼位置決め用穴（排水穴）１２を設け、その排水穴１２
から固定ベース１５の表面にドレン水を排水し、排水溝１７を介して特定位置に排水処理
する構成とされている。このため、圧縮機２の上部空間等に配設されている冷媒配管や機
器類の表面で結露が発生し、それが固定プレート１０上に滴下したとしても、そのドレン
水を固定プレート１０およびシート状防振材１３に設けられている排水穴１２を通して固
定ベース１５上に排水し、固定ベース１５の表面に設けられている排水溝１７を介して特
定の排水位置に導いて、適宜処理することができる。
【００３３】
　従って、圧縮機２を固定プレート１０上に防振支持し、その固定プレート１０を、シー
ト状防振材１３を介して固定ベース１５に固定設置する構成としても、ドレン水を確実に
特定位置に排水処理することができる。
【００３４】
　なお、上記の実施形態においては、シート状防振材１３の左右両端部に上方への折り曲
げ部１４を形成し、該折り曲げ部１４を固定ベース１５の立ち上げ壁１９と固定プレート
１０のフランジ部１１との間に挟み込む構成としているが、図６に示されるように、折り
曲げ部１４を省略した構成としてもよい。
【００３５】
　この構成によっても、固定プレート１０およびシート状防振材１３の双方を、直接ボル
ト等の固定手段を介して締め付け固定せずに、固定ベース１５上に固定プレート１０から
固定ベース１５への振動伝播を絶縁した状態で爪部２０により固定設置することができる
ため、固定手段を経由しての固定プレート１０から固定ベース１５への振動伝播を低減す
ることができ、ユニット本体１の振動を低減することができるとともに、運搬時やユニッ
ト落下時における固定プレート１０の浮き上がり等をも防止することができる。
【００３６】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について、図７を用いて説明する。
　本実施形態は、上記した第１実施形態に対して、固定プレート１０およびシート状防振
材１４の固定構造が異なっている。その他に点については、第１実施形態と同様であるの
で説明は省略する。
　本実施形態では、フランジ部１１や折り曲げ部１４および爪部２０を省いた上で、図７
に示されるように、固定ベース１５に設置される固定プレート１０とシート状防振材１３
とを接着剤によって一体に接着した構成とし、固定プレート１０に設けられている穴部１
０Ａを通して、シート状防振材１３のみを固定ベース１５側に設けられているネジボス部
１５Ａに対して固定ネジ（固定手段）２２により締め付け固定した構成としている。
【００３７】
　上記したように、固定プレート１０とシート状防振材１３とを接着剤によって一体に接
着し、固定手段である固定ネジ２２を固定プレート１０の穴部１０Ａを貫通させ、シート
状防振材１３のみを固定ベース１５側に締め付け固定する構成としているため、固定プレ
ート１０と一体に接着剤により接着されているシート状防振材１３を、固定プレート１０
の穴部１０Ａを貫通する固定ネジ２２を介して固定ベース１５側に締め付け固定すること
により、固定プレート１０およびシート状防振材１３の双方を、固定ベース１５上に固定
ネジ２２を介して固定プレート１０から固定ベース１５への振動伝播を絶縁した状態で固
定設置することができる。
【００３８】
　従って、本実施形態によっても、シート状防振材１３を通常の固定ネジ２２により固定
ベース１５に締め付け固定する構造でありながら、その固定手段を経由しての固定プレー
ト１０から固定ベース１５への振動伝播を遮断することによって、ユニット本体１の振動
を確実に低減することができる。
【００３９】
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　なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記実施形態では、圧縮機２を
固定プレート１０上に防振支持する防振支持装置９として、圧縮機２の脚部４を防振ゴム
５の外周に嵌め込み、その防振ゴム５の中心に設けられている貫通穴６を固定プレート１
０上に固定設置されているボルト７に挿入し、ナット８で締め付け固定する構成のものを
例に説明したが、防振支持装置９の構成は如何なるものであってもよい。
【００４０】
　また、上記実施形態では、排水兼位置決め用穴（排水穴）１２を排水穴と位置決め用の
穴とに兼用した構成としているが、別々に穴を設けた構成としてもよいことはもちろんで
ある。さらに、上記実施形態では、固定ベース１５の上面にドレン水を排水する排水溝１
７を設けたものについて説明したが、この排水溝１７については、適宜溝形状等を変更す
ることができることは云うまでもない。また、本発明は、排水溝１７を有するものに限定
されるものではなく、排水溝１７を有していないものにも、同様に適用することができる
ことはもちろんである。
【符号の説明】
【００４１】
１　ユニット本体
２　圧縮機
５　防振ゴム（防振部材）
９　防振支持装置
１０　固定プレート
１０Ａ　穴部
１１　フランジ部
１２　排水兼位置決め用穴（排水穴）
１３　シート状防振材
１４　折り曲げ部
１５　固定ベース
１７　排水溝
１９　立ち上げ壁
２０　爪部（固定手段）
２２　固定ネジ（固定手段）
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